
「
ふ
る
さ
と
」
を
か
く
す
こ
と
を 

父
は
け
も
の
の
よ
う
な
鋭
さ
で
覚
え
た

ふ
る
さ
と
を
あ
ば
か
れ

縊い

し死
し
た
友
が
い
た

ふ
る
さ
と
を
告
白
し

許い
い
な
ず
け

婚
者
に
去
ら
れ
た
友
が
い
た

吾あ

こ子
よ 

お
前
に
は
胸
張
っ
て

ふ
る
さ
と
を
名
の
ら
せ
た
い

瞳
を
あ
げ

何
の
た
め
ら
い
も
な
く

「
こ
れ
が
私
の
ふ
る
さ
と
で
す
」

と
名
の
ら
せ
た
い

ふ
る
さ
と

丸
岡 

忠
雄

７
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間

め
、
接
種
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
庁
へ

外
部
提
供
す
る
も
の

【
問
】
市
総
務
課
庶
務
法
制
係
（
☎

77
・
８
４
１
２
）

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
状
況

　
昨
年
度
の
住
民
基
本
台
帳
の
閲

覧
状
況
は

11
件
で
し

た
。
詳
し

く
は
市
公

式
サ
イ
ト

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
】
市
市
民
課
市
民
係
（
☎
77
・

８
４
７
２
）

議
員
や
市
長
な
ど
の
資
産
公
開

　
市
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
き
、

市
議
会
議
員
や
市
長
な
ど
の
資
産

状
況
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
今
年

度
の
資
産
等
報
告
書
は
、
６
月
30

日
（
木
）
か
ら
公
開
し
て
い
ま
す
。

●
会
場
　
市
役
所
柳
川
庁
舎
３
階

総
務
課
内

●
時
間
　
土
日
、
祝
日
を
除
く
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

●
閲
覧
で
き
る
報
告
書
　
市
議
会

議
員
や
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
、

の
資
産
等
報
告
書
（
い
ず
れ
も
配

偶
者
分
を
含
む
）

【
問
】
市
総
務
課
庶
務
法
制
係
（
☎

77
・
８
４
１
２
）

選
挙
人
名
簿
の
閲
覧
状
況

　
昨
年
度
の
選
挙
人
名
簿
抄
本
の

閲
覧
状
況
は

７
件
で
し

た
。
詳
し
く

は
市
公
式
サ

イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
在
外
選
挙
人
名
簿
抄
本

の
閲
覧
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
問
】
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
☎
77
・
８
４
９
１
）

情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

　
市
は
、
市
情
報
公
開
条
例
に
基

づ
い
て
、
情
報
公
開
制
度
の
運
用

状
況
を
毎
年
１
回
公
表
し
て
い
ま

す
。
昨
年
度
の
情
報
公
開
請
求
件

数
は
30
件
で
し
た
。
内
訳
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

●
請
求
件
数
と
処
理
の
内
訳

▽
市
長
＝
請
求
17
件
（
公
開
２
件
、

部
分
公
開
14
件
、
不
存
在
に
よ
る

非
公
開
１
件
）

▽
教
育
委
員
会
＝
請
求
４
件
（
公

開
１
件
、
部
分
公
開
２
件
、
不
存

在
に
よ
る
非
公
開
１
件
）

▽
公
営
企
業
管
理
者
＝
請
求
１
件

（
部
分
公
開
１
件
）

▽
消
防
長
＝
請
求
６
件
（
公
開
４

件
、
部
分
公
開
２
件
）

▽
議
会
＝
請
求
２
件
（
部
分
公
開

２
件
）

【
問
】
市
総
務
課
庶
務
法
制
係
（
☎

77
・
８
４
１
２
）

個
人
情
報
保
護
制
度
の
状
況

　
市
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ

き
、
昨
年
度
の
個
人
情
報
開
示
請

求
件
数
と
個
人
情
報
保
護
審
査
会

の
開
催
状
況

を
報
告
し
ま

す
。
詳
し
く

は
市
公
式
サ

イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
昨
年
度
の
個
人
情
報
開
示
請
求

件
数
は
、
10
件
で
し
た
。

●
請
求
件
数
と
処
理
の
内
訳

▽
市
長
＝
請
求
５
件
（
部
分
開
示

１
件
、
不
存
在
に
よ
る
不
開
示
１

件
、
取
り
下
げ
３
件
）

▽
教
育
委
員
会
＝
請
求
１
件
（
取

り
下
げ
１
件
）

▽
消
防
長
＝
請
求
３
件
（
部
分
開

示
３
件
）

▽
議
会
＝
請
求
１
件
（
部
分
開
示

１
件
）

●
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
開
催

　
市
で
は
条
例
に
よ
り
、
個
人
情

報
保
護
制
度
の
適
正
な
運
用
を
図

る
た
め
、
個
人
情
報
保
護
審
査
会

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
同
審
査
会

は
、
市
か
ら
の
諮
問
さ
れ
た
案
件

を
公
益
性
や
個
人
情
報
保
護
な
ど

の
観
点
か
ら
審
査
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
度
は
、
同
審
査
会
を
５
回

開
催
し
、
個
人
情
報
の
外
部
提
供

や
外
部
委
託
な
ど
11
件
を
諮
問
し

ま
し
た
。

　
主
な
諮
問
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。
全
て
の
諮
問
案
件
に
つ
い

て
、
相
当
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

▽
都
市
計
画
基
礎
調
査
に
係
る
業

務
の
外
部
委
託
＝
人
口
規
模
や
市

街
地
面
積
、
土
地
利
用
な
ど
の
現

況
調
査
や
将
来
の
見
通
し
調
査
に

係
る
業
務
を
外
部
委
託
す
る
も
の

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
接
種
証
明
書
を
電
子
交
付
す

る
た
め
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
記
録
シ

ス
テ
ム
情
報
の
外
部
提
供
＝
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
接

種
証
明
書
を
、
個
人
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
電
子
フ
ァ
イ
ル
と

し
て
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

情
報
公
開
と
個
人
情
報
保
護

昨
年
度
の
情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
な
ど
を
公
表

住民基本台帳
閲覧状況

選挙人名簿
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人
権
を
脅
か
す
同
和
問
題

　
同
和
問
題
は
、
憲
法
で
保
障
さ

れ
て
い
る
基
本
的
人
権
（
職
業
選

択
の
自
由
・
教
育
の
機
会
均
等
を

保
障
さ
れ
る
権
利
・
結
婚
の
自
由

な
ど
）
が
、
同
和
地
区
出
身
と
い

う
だ
け
で
、
完
全
に
保
障
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。

問
題
を
解
決
す
る
の
は

「
時
」
で
は
な
く
「
人
」

　「
そ
っ
と
し
て
お
け
ば
、
同
和
問

題
は
自
然
に
な
く
な
る
」
と
い
う

言
葉
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
明
治

４
（
１
８
７
１
）
年
に
「
解
放
令
」

が
出
さ
れ
て
か
ら
約
１
５
０
年
。

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
日
本

国
憲
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
70
年

以
上
経
過
し
た
現
在
で
も
、
同
和

問
題
は
な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

問
題
を
解
決
す
る
に
は
ま
だ
時
間

が
足
り
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
解
決
で
き
な
い
の
は
、
多
く
の

人
が
「
自
分
と
は
無
関
係
だ
」「
自

然
に
な
く
な
る
」
な
ど
と
、
同
和

問
題
と
真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
な

く
、
避
け
て
き
た
か
ら
で
は
な

【
問
】
市
人
権
・
同
和
対
策
室
（
☎
77
・
８
５
３
２
）

市民は誰でも無料で入場できます

人権・同和教育夏期講座
●日時　7月 17 日（日）、午後２時開演（会
場は 30分前）
●会場　市民文化会館白秋ホール
●内容　（公財）反差別・人権研究所みえ常務

理事兼事務局長の松
村元樹さんによる「無
関心でいられても、
無関係ではいられな
い人権問題」と題し
た講演など
【問】市人権・同
和教育推進室（☎
77・8842）

い
で
し
ょ
う
か
。
同
和
問
題
を
解

決
す
る
の
は
時
間
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
一
人
一
人
で
す
。

正
し
く
理
解
し
て

正
し
い
行
動
を

　
国
で
は
、
平
成
28
年
に
「
部
落

差
別
解
消
推
進
法
」「
障
害
者
差
別

解
消
法
」「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消

法
」
の
人
権
に
関
す
る
３
つ
の
法

律
を
施
行
。
こ
れ
を
受
け
て
市
は
、

条
例
を
一
部
改
正
し
て
、
相
談
体

制
の
充
実
な
ど
を
新
た
に
追
加
し

た
「
柳
川
市
部
落
差
別
を
は
じ
め

あ
ら
ゆ
る
差
別
の
撤
廃
を
め
ざ
す

人
権
擁
護
条
例
」
を
令
和
２
年
４

月
１
日
に
施
行
し
ま
し
た
。

　
県
は
、
毎
年
７
月
を
「
同
和
問

題
啓
発
強
調
月
間
」
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
期
間
は
、
県
民
を
あ
げ

て
差
別
を
な
く
す
運
動
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

　
同
和
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、

私
た
ち
み
ん
な
が
、
正
し
く
理
解
・

認
識
し
て
、
差
別
を
な
く
す
た
め

に
行
動
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て

同
和
問
題
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
出
典
】
丸
岡
忠
雄 

詩
集
「
ふ
る
さ
と
」
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